
  

 診断書について  

  

  

  

  

(1)令和２年３月３１日に有効期間が終了する受給者証をお持ちの場合 

対応例１：令和２年４月１日〜の再認定時に診断書の提出を予定している方 

(申請手続きは不要) 

対応例２：令和３年４月１日〜の再認定時に診断書の提出を予定している方 

(申請手続きは不要) 


